
・農地所有権移転　　　　　　　　 2 件
・農地転用（市街化調整区域）　  　 1 件
・農業振興地域整備計画の変更案     1件　　　              
・農地利用集積計画の決定　

7月の農業委員会定例総会は次のとおりです。傍
聴におい出ください。
　・日時　　7月 23 日木　午後 3時
　・場所　　観月台文化センター大研修室
　◆問い合わせ　農業委員会　☎ 585-2890　

　6 月 19 日定例総会が開催され、次のとおり確認されました。

農業委員会の動き

下水道に油やゴミを
　流さないで下さい

　現在、町の下水道管には水質規定の数値を超え
る油成分が流れ込んでいます。タオルや紙おむつ
などの様々なゴミも流れ込んでいます。
　油が下水道に流れると油膜ができて空気を遮断
するのでバクテリアが死んでしまい処理場の機能
が働かなくなります。また、下水道管の中で油と
その他の汚物が結合して固まり、下水道管が詰まっ
て汚水が流れなくなり、最終的には道路に溢れ出
してしまいます。
　一般家庭では、食用油は新聞で吸い取るか、油
を固める製品等を使用してゴミとして処理してく
ださい。
　飲食店、食料品店においては、グリストラップ
を設置することが義務づけられています。清掃を
しないと油脂分や汚泥がたまり悪臭、配管詰まり
の原因となりますので定期的に清掃してください。
　また、タオルや紙おむつなどのゴミが流入する
とポンプ設備等の故障や下水道管の詰まりの原因
となり、その修繕等に多額の費用を要します。

下水道はみんなの公共施設です。
　利用者一人一人が、ルールを守り、

正しく使用してください。
　　　　　　　　　　　　　　
◆問い合わせ　
上下水道課 　
☎ 585-2984

斑点米カメムシ防除を
       徹底しましょう 
　昨年より町内においてカメムシ類による斑点米
の被害が多く報告されています。
　カメムシ類の被害を防ぐため、あぜ、休耕田、
農道など水田周辺の除草を徹底しましょう。
　なお、出穂間近に除草すると、カメムシ類を水
田に追い込み、斑点米被害を助長しますので、除
草は７月 25 日頃 ( 出穂の 10 日～ 15 日前 ) までに
終わらせ、それ以降は、9月 5 日頃まで除草しな
いようにしましょう。
　また、刈り取った雑草は、そのままにしておく
と生息地となるので適正に処分してください。
◆問い合わせ　産業振興課　☎ 585-2986 

内谷地区に桜の名所を！
　６月８日、桐目木共同山組合が森林環境保全作
業として、桐目木地内に植樹されている約 500 本
の桜苗木周辺の下刈り作業を行いました。
　当組合は、山林所有者を中心に設立され、桜の
名所づくりと、荒廃が進む里山の環境保全を目的
として、内谷字桐目木二地区約 6㌶に桜の森づく
りを進めており、春には植樹、梅雨時期には下刈
り作業を行っています。

　６月 13 日、県北中学校で全校生徒が参加して放射線
の正しい知識を習得するための「放射線教室」が開催
されました。
　町政（放射能・除染対策）アドバイザーの福島大学
共生システム理工学研究科特任教授の河津賢澄さんが
講師となり、「放射線のはなし」と題して、線量計やス
ライドを用いて分かり易く説明しました。放射線の性
質や危険性、防御方法について、生徒たちへ「正しく
理解し、正しく怖がり、安全に生活を」と呼びかけま
した。
　低放射線量の地域に居住する子どもたちにとって、
生涯にわたり安全な生活を送ることができるための基
礎知識を学ぶことは何よりも重要で、県北中学校では
適切な行動をとることができるよう指導したいとして
います。

正しく理解　安全に生活を

　　    中学生が放射線を学ぶ

方　部
事前モニ
タリング

三　者
打合せ

除染
着手

除染
完了

事後モニ
タリング

藤田方部 361 件 360 件 356 件 354 件 354 件

小坂方部 306 件 305 件 298 件 266 件 196 件

森江野方部 190 件 190 件 190 件 190 件 188 件

大木戸方部 216 件 183 件 154 件 104 件 61 件

大枝方部 129 件 129 件 129 件 129 件 129 件

合　計 1,202 件 1,167 件 1,127 件 1,043 件 928 件

　平成 25 年度分（繰越事業）

方　部 事前モニ
タリング

三　者
打合せ 除染着手 除染完了 事後モニタリング

藤田方部
（山崎地区） 87 件 21 件 17 件 1件 －件

森江野方部
（第７町内会）

32 件 4件 2件 1件 －件

大枝方部
（川内町内会）

67 件 36 件 8件 －件 ―件

合　計 186 件 61 件 27 件 2件 ―件

藤田方部２号仮置場
（石母田字日矢来地内）
除去物搬入始まる

　藤田方部２号仮置場（石母田字日矢来 地内）
では、仮置場整備工事の一部完成に伴い、除去
土壌等の搬入を開始しました。
　石母田地区の住宅敷地内に一時保管されてき
た除去土壌等は順次、仮置場へ搬入されること
となりますが、仮置場の受入数量が限られるこ
とから、新たな仮置場確保の取り組みを進めて
います。

　平成 26 年度分

説明に聞き入る中学生

住宅除染の進捗状況
　住宅除染の実施状況をお知らせします。

（7月 1日現在）
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